


 

横浜市政の推進につきまして、平素から格別の御高配、御協力を

いただき、深く感謝しております。 

横浜市では本年６月２日に、いよいよ開港１５０周年を迎えます。 

１５０年前は１００戸ほどの寒村であった横浜は、開港を契機と 

して飛躍的な発展を遂げ、今では日本を代表する大都市へと成長 

しました。この記念すべき年を節目ととらえ、将来の横浜にとって

必要な施策に正面から取り組み、次の５０年、１００年を見据えた

都市経営を推進してまいります。 

特に、社会経済のグローバル化や少子高齢化・人口減少社会の  

到来、地球環境問題の深刻化など、新しい時代への転換期を迎える

中で、持続可能な発展を実現するためには、大都市の果たすべき  

役割がますます重要になっています。本市では、我が国の将来を  

見据え、大都市がその力を存分に発揮できる新たな大都市制度の実現

を目指して、大阪市や名古屋市と共に検討を重ねているところです。 
一方、米国から世界各国に拡大した経済・金融危機は、本市に  

おいても、企業活動や市民生活に深刻な影響を及ぼし、極めて厳しい

局面を迎えています。本市では、財政規律とのバランスを見極め  

ながら、喫緊の課題である経済・雇用対策や生活者支援策に基礎  

自治体として最大限の努力をもって取り組み、この不安からの一日も

早い脱却を目指しています。  
本提案・要望書は、このような様々な本市の取組を進めるにあたって、

特に国及び関係諸機関に御協力、御改善いただきたい事項について取り

まとめたものです。「地方でできることは地方で行う」「大都市が  

国全体をリードする」という信念のもと、大都市自治体としての  

役割と責任を十分に果たしていきたいと考えていますので、この 

趣旨を御理解のうえ、本市の提案･要望につきまして特段の御配慮を

お願いします。 

 

 

平成２１年５月 
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地球温暖化対策の推進              

（内閣官房・内閣府・経済産業省・資源エネルギー庁・ 

国土交通省・環境省・警察庁） 

【提案内容】 

【提案の背景】  

・ 横浜市は、平成３７年度までに市民一人当たり温室効果ガス排出量の対１６

年度比３０％以上削減を目標とする「横浜市脱温暖化行動方針（ＣＯ－Ｄ

Ｏ３０）」の推進や「環境モデル都市」の具現化を通じ、世界の先例とな

る低炭素社会への転換と国際社会の先導を目指している。 

・ ポスト京都議定書の交渉期限である第１５回気候変動枠組条約締約国会議

（ＣＯＰ１５）を控え、日本が意欲的な目標を掲げ、現下の世界的経済  

不況の克服をも目した構想を発信することは、地球環境の持続可能性向上

はもとより日本の経済競争力向上の上でも必須である。環境モデル都市の

取組は、それらが目指す大幅排出削減目標を日本、さらには世界へと普及

して初めて意義をなすことを忘れてはならない。 

・ また、温暖化対策の推進には、各セクターが果たすべき責務の明確化は  

もとより、環境価値の広域的・国際的な流通の仕組みづくりが必要である。 

・ 抜本的な温暖化対策の推進にかかるコストの負担と担保については、国と

して強いリーダーシップをもって、着実な推進を求めるものである。 

１ 実効性ある温室効果ガス削減対策を早期に推進すること。

(1)低炭素型産業・技術による内需拡大・雇用創出効果や

気温上昇への適応に係るコストの軽減効果などの様々な

メリットを踏まえた、意欲的な温室効果ガス排出削減

中期目標及び推進計画の策定 

(2)事業者等に対する目標達成義務を課した排出権取引

（キャップ＆トレード）の導入 

(3)環境税の導入及び税制のグリーン化を積極推進すると

ともに、地方自治体の温暖化対策に係る必要な財源を確保
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【提案の背景】  

・ 本市は、３７年度までの再生可能エネルギー１０倍増を目標に、再生  

可能エネルギー供給事業体の創設などによる需要拡大策を推進している。 

・ エネルギー供給事業者による非化石エネルギー利用促進を目的とする

「エネルギー供給構造高度化法案」が今国会に提出されているが、エネ

ルギー供給構造の抜本転換によるＣＯ２排出削減には、事業者の自主的

取組におもねることのない、国による強いリーダーシップの発揮が必須

であるとともに、真に有効な固定価格買取制度の早期構築が必要である。 

・ 太陽熱利用システムの設置については、耐用期間の不安定性やメンテ 

ナンスの負荷等の課題により導入が進んでおらず、更なる技術開発が 

必要である。また、国土が狭溢なわが国においては、家庭用太陽光発電の

飛躍的普及が成否の鍵を握ることから、安定的な導入インセンティブの

構築と自立的な市場形成を車の両輪として推進することが重要である。 

２ 再生可能エネルギーの飛躍的拡大を推進すること。 

(1)再生可能エネルギーの普及を促進するため、エネルギーの

固定価格買取制度を導入する際には、太陽光だけでなく、

風力も含めた再生可能エネルギーを対象とすること。

また、自家消費を超えた余剰電力のみでなく、全発電量を

買取対象とし、特に家庭用太陽光発電に関しては、少なく

とも１０年以内に投資回収可能な価格設定とすること。 

(2)太陽光発電・太陽熱利用に係る技術開発・量産化による

コスト低減を進めるとともに、住宅への導入誘導を促進し、

市場の拡大及び自立化を早期に推進すること。 
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【提案の背景】  

・ 環境モデル都市提案においては、低公害・低燃費車両の率先導入を提案し、

需要拡大を通じた技術開発・実用化の促進を目指している。 

・ 特に、電気自動車については航続距離が導入上の課題であり、外出先での

不安解消に向けて、すでに国の補助制度がある自家用充電器と急速充電

設備に加え、プラグインハイブリッド自動車にも充電可能な汎用性の 

高い倍速充電スタンドの整備を促進することが有効である。 

・ また、同提案では自動車交通の抜本的な脱温暖化を目指し、これら単体   

対策に加え、次世代自動車技術やＩＴＳを活用した交通流対策や公共交通 

連携も含めた交通システム構築についても、産官学連携により推進する。 

・ 本市は総合科学技術会議・社会還元加速プロジェクトによるＩＴＳ実証

実験モデル都市に選定されたが、情報通信技術を用いた道路交通施策 

には複数の省庁が関与するため、相互に連携した支援が必須である。  

また実用化に向けた技術の確立には、低炭素時代の新産業育成の一環と

しても位置づけた上で、技術・財政面での長期支援が必要である。 

３ 電気自動車など低公害・低燃費車両への代替を促進すること。

(1)運行の安定性の確保に向け、民間に対する２００Ｖの倍速充電

スタンドの補助制度を創設し、早期に面的整備を図ること。 

(2)税制上の優遇措置を継続するとともに、道路利用料金の減免

などの優遇措置や、国が所管する広域道路網への燃料・電源

供給施設の計画的設置などの基盤整備を図ること。 

(3)低炭素都市交通の実現に資する次世代自動車技術やＩＴＳ（※）の

活用に向けて、技術面・財政面における省庁横断的・継続的な

支援の充実を図ること。 
※ＩＴＳ･･･ 

Intelligent Transport Systems の略。最先端の情報通信技術を用いて、人と

道路と車両とを情報でネットワーク化することにより、交通事故、渋滞などの

道路交通問題の解決を目的に構築する新しい交通システムのこと。 
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国のリーダーシップ発揮による、

実効性ある温室効果ガス削減対策の早期推進

★意欲的な温室効果ガス排出削減中期目標・推進計画の策定

★目標達成義務を課した排出権取引　★環境税の導入検討

【エネルギー】
★すべての再生可能エネルギーの全発電量を対象とする

固定価格買取制度導入
★太陽光発電・太陽熱利用の技術開発・量産化推進、住宅への導入誘導

環境モデル都市・横浜の実現

+ 366万人の「市民力」を
背景とした

先進的な環境行政実績
・

多様で豊富な
地域資源を生かした

脱温暖化大都市モデルの
構築＋実践

【交通】
★２００V倍速充電スタンド補助制度創設による早期面的整備促進

★財政措置・運行上の優遇措置、基盤整備の推進
★次世代自動車・ITSを活用した低炭素型都市交通の実現に向けた

省庁横断的・継続的支援

〈温暖化対策加速化への支援〉

横浜ゼロカーボン生活の創出

～家庭からの排出40%削減～

■ 「省エネ住宅の格付制度」導入と
固定資産税の軽減

■環境ポイント導入による高効率家電の普及促進

■ ファストフード・宿泊施設等での使い捨て容器・
用品ゼロを目指す「エコもてなし」

■ 市民主導による「横浜環境ポイント制度」創設

推進方策
■横浜市「地球温暖化対策行動推進本部」による全庁挙げた取組の推進
■地域住民との連携「横浜市地球温暖化対策地域推進協議会」、市内全18区に「区地球温暖
化対策推進本部」を設置
■１区１ゼロカーボンプロジェクトを実施
■産官学民の政策連携提案の場「ＹＥＳ（ヨコハマ・エコ・スクール）」を創設

脱温暖化地域連携モデルの構築

■ 脱温暖化連合「大都市・農山村連携モデル」を構築
・バイオマスを用いたカーボンナノチューブの開発
・太陽光発電の普及方策の情報共有、共同政策提案

■上下水道、ごみ処理等の先進的な脱温暖化技術を
国外へ移転

再生可能エネルギーJカーブ戦略

■再生可能エネルギー導入・供給事業体
「横浜グリーンパワー」の創設

■「固定価格買取制度」の確立・
「ソーラーオブリゲーション」の実現

■ 「横浜グリーンパワー」事業によるビジネスチャンスの
創出、企業誘致促進

■再生可能エネルギー活用の最先端エリア「横浜グリーン
バレー」の創生

ゼロエミッション交通・世界戦略

■ プラグインハイブリッド（ＰＨＶ）、電気自動車（EV）等
の導入

■ コミュニティサイクル・自転車交通ネットワークの整備

■ 都心部エリア内のパーク＆ライド、EV、自転車等の

魅力的なモビリティシェアシステムの構築

■モビリティマネジメントの推進

《環境モデル都市 提案概要》 

《地球温暖化対策に係る提案の全体像》 

提案の担当／地球温暖化対策事業本部地球温暖化対策課長 高橋 俊和 ℡ 045-671-4108 
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